
沖縄県食品ロス削減県民運動パートナー登録制度事務局（問い合わせ先）：日本エヌ・ユー・エス株式会社
TEL.098-975-7387　FAX.098-975-7388  （担当者：石川・山本      foodloss-okinawa@janus.co.jp）
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県民運動パートナー登録制度

パートナー登録の4つのメリット

沖縄県

沖縄県の食品ロス削減推進計画では
家庭や事業者で廃棄される売れ残りや食べ残しなどの本来食べられる食品を

　約6.1万トンから2031年度までに約５.1万トンまで
およそ17％削減することを目指しています。

登録事業者は
県のWEBページ等で
紹介され知名度向上



下記記載事項をご記入の上FAXかQRコード（https ://forms.gle/YKRYHCpa3k2xg5fM7）、
またはメール（    foodloss-ok inawa@janus.co.jp）よりご応募下さい。

団体名（会社名）：

住　所：

申込者名：

メールアドレス：

電話番号：　　　　　　　　　　　     

沖縄県食品ロス削減県民運動パートナー登録制度事務局：日本エヌ・ユー・エス株式会社

FAX.098-975-7388 （担当者：石川・山本）
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　沖縄県では、食べ残しや販売期限切れなど、本来食べられる

のに廃棄される"食品ロス"の削減に取り組む事業者をパート

ナーとして登録する、「沖縄県食品ロス削減県民運動パートナー

登録制度」を創設しました。

　今後、県内の食品ロス削減に向けた取組が県民運動として

大きく広がっていくことを期待しています。　

応募用紙応募用紙

※将来的には登録事業者の取り組みに対して表彰制度も予定しています。

企 業 応募用紙の送付 事務局 応募要項及び申請書の返送 企 業 申請書の提出 事務局 登 録

FAX：

登録までの流れ

県のサイトから申請書を直接ダウンロードし申し込むことも可能で、その場合は

企 業 申請書ダウンロード・提出 事務局 登 録 に簡略化されます。
申請書は
こちらから

所属情報

※メールでのご応募の場合は、メールの件名は「沖縄県食品ロス削減パートナー応募」とし、
　メール本文に、必要事項（団体名、申込者名、連絡先）を記入し送信してください。

沖縄県食品ロス削減
県民運動パートナーステッカー
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